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○行政手続  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １９ 

○行政評価  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １９ 

○危機管理  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １９ 

交流及び連携・協力  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２０ 

○国及び北海道との連携協力  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２０ 

○他の市町村との連携協力  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２０ 

○諸団体との連携協力  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２０ 

○国内外の交流  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２０ 

条例の見直し   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２０ 

○条例の見直し  ･・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２０ 

○中標津町民自治推進会議  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２１ 

条例の位置付け    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２１ 

○条例の位置付け  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２１ 

附則   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２１ 
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Ⅲ 私たちの条例とするために  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２２ 

ア）私たちの条例とするために  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２２ 

イ）今後のスケジュール  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２３ 

ウ）周知に向けた取り組み   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２４ 

エ）条例の理念を具体化するための取り組み  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２４ 

オ）策定体制  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２５ 

 

Ⅳ 資料   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２６ 

ア）中標津町の計画・制度  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２６ 

イ）メンバー名簿  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２８ 

ウ）開催経過  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２９ 

エ）先進地視察  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２９ 

オ）職員研修  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３０ 

カ）職員プロジェクトチーム設置要綱  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３０ 

キ）町民会議設置要綱  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３２ 

ク）策定会議設置要綱（案）  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３３ 
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Ⅰ 条例を必要とする背景 

 

ア）地方分権の進展 

社会基盤の整備が行政によって優先課題であった時代には、国などからの通知・通達に基づいて行政が主導的に政策決定を行なっていました。これ

までも町民が主体の自治がなかったわけではありませんし、政策決定にまったく町民の声が反映されていなかったわけではありませんが、行政が主導

権を握って地域を治めていました。 

しかし、平成１２年の地方分権一括法の施行以降、それまで行なわれていた、国の強力な指導による横並びの地方行政にかわり、「地方自治の本旨

の実現」と「民主主義の徹底」が求められることになりました。 

   同法では、地方の自治・独立した自治体運営を求めており、このことにより、これまでの通達に頼らない、自治体の独自性、いわゆる地方分権が求めら

れています。また、民主主義の徹底ということで、自治の主役はあくまでも町民であることを確認しています。 

また、地方行政において、財政事情は景気の影響により町税等、自主財源が伸び悩み、国の三位一体改革などにより地方交付税等が削減される厳

しい環境となっており、少ない財源及び少数の職員体制ではこれまでどおりの行政サービスを維持することが難しくなっています。  

 

イ）町民参加の拡がりと協働のまちづくり 

これまでの町民参加の拡がりにより、民主主義における町民の当然の権利として、知る権利、行政を監視する権利、行政に参加する権利などが認識

されるようになりました。行政には、これらに対する説明責任などが求められてきています。 

地域の社会基盤が整備されてきたことから、町民の期待は、都市基盤から個人の生活形態や価値観に基づくものへ変化してきています。このため、

要請も多様なものとなり、個別的で柔軟性の高い行政サービスが求められています。 

町民の関心が多様化してきたことに伴い、自分たちのまちに係る問題を自分の問題として捉え、自主的に地域へ関わる町民が増えています。公共的

な問題解決の役割を担い、地域での社会的な自己表現を図る町民は、ＮＰＯなどとともに、新しい町民活動として機運が高まっており、このような参加を

促し、促進していくことが求められています。 

少子高齢化、あるいは税収減による財政問題など、自治体を取り巻く環境が変化している中、行政主導による画一的な政策だけでは、地域の複雑な

課題に対応できないことが多く生じることになりました。 
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このため、地域で本当に必要な行政サービスが何かということを、町民とともに考えなくてはならない状況にあります。そこで、町民、議会、行政の役

割分担を明確にし、協力して住みよいまちにしていくこと、すなわち、協働のまちづくりが必要となります。 

 

ウ）自治基本条例（仮称） 

自治基本条例（仮称）（以下「条例」という。）では、こうした状況に対応するため、これからの行政運営のよりどころとする基本理念・基本原則、町民の

役割、議会の責務、行政の責務、町民参加の方法などに関する基本的な事項を体系的に定めます。また、これまで信託関係の表れである条例により明

らかにすることから、最高規範である「中標津町民の憲法」というべきものといえます。 

条例の制定に関しては、策定過程に町民の意思が反映されていること、中標津町の状況に適したものであることなどが求められることから、行政が

主導で策定するものではなく、主権者である町民が主体となって中標津町の自治に必要なルールが何か、どのような形式がいいのかを十分に検討し、

町民、議会、行政がともに条例を策定することが重要になります。 
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Ⅱ 条例試案 

 

ア）全体構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 総 則 

１．目的 ２．用語の定義 ３．自治の基本理念 ４．自治の基本原則 

第２章 基本原則に基づく制度 

５．情報共有及び公開 ６．個人情報の保護 ７．意見等への対応 ８．町民参加の推進 

９．町民参加の方法 10．住民投票 

第３章 町民 

11．町民の権利 

12．町民の役割 

第５章 議会 

17．議会の役割 

18．議会の権限 

19．議会の責務 

20．議員の責務 

第７章 行政 

22．町長の責務 

23．執行機関の責務 

24．職員の責務 

第８章 行政運営の原則 

25．説明責任 

26．協働の推進 

27．総合計画 

28．財政運営 

29．出資法人等 

30．政策法務 

31．職員の任用及び育成 

32．行政手続 

33．行政評価 

34．危機管理 

第９章 交流及び連携・協力 

35．国及び北海道との連携協力 36．他の市町村との連携協力 

37．諸団体との連携協力 38．国内外の交流 

第４章 町内会等 

13．町内会等の定義  

14．町内会等の役割  

15．町内会等における町民の

役割  

16．町内会等における行政の

役割 

前  文 

第１０章 条例の見直し 

39．条例の見直し 40．中標津町民自治推進会議 

第１１章 条例の位置付け 

41．条例の位置付け   

条例の理念 

・原則 

理念・原則を受

け た 制 度 

制

度

の

担

い

手

の

具

体

化 

条

例

の

維

持

・

発

展

の

制

度 

第６章 議会運営の原則 

21．議会の運営 
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イ)条文 

 

○中標津町自治基本条例（仮称）試案 

 

平成○年○月○日 

条例第○号 

 

目次 

 

前文 

第１章 総則(第 1条―第 4条) 

第２章 基本原則に基づく制度(第 5条―第 10条) 

第３章 町民(第 11条・第 12条) 

第４章 町内会等(第 13条―第 16条) 

第５章 議会(第 17条―第 20条) 

第６章 議会運営の原則（第 21条） 

第７章 行政(第 22条―第 24条) 

第８章 行政運営の原則(第 25条―第 34条) 

第９章 交流及び連携・協力(第 35条―第 38条) 

第 10章 条例の見直し(第 39条・第 40条) 

第 11章 条例の位置付け(第 41条) 

附則 
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前文 

私たちのまち中標津町は、北海道の東部、根室管内の中部に位置し、標津川の豊かな流れと武佐岳などに象徴される豊

かな自然のもと、１９１１年（明治４４年）１３戸４０人の俵橋地区入植にはじまり、１９３７年（昭和１２年）国鉄標

津線の開通により、根室管内内陸の交通の要衝として栄え、農業のめざましい発展による人口増加とともに、１９４６年

（昭和２１年）標津村から分村し誕生しました。 

その後、先人たちのたゆまぬ努力によって、分村後、わずか３年余りの１９５０年（昭和２５年）１月１日に町制が施

行され、根室管内の中核都市として発展を遂げてきました。 

私たちは、このまちの歴史と伝統を継承し、豊かな自然を守り、産業基盤の整備や定住基盤、生活環境の整備をさらに

充実していくとともに、人と自然と街の共生を理想とし、だれもが住みたくなる魅力と個性に満ちたまちを築かなければ

なりません。 

私たちは、自ら考え、行動し、決定することによる町民が主体の自治の実現を基本として、中標津町民憲章の精神を尊

重し、次世代を担う子どもたちに胸を張って誇れる故郷（ふるさと）中標津町を創るため、ここに中標津町自治基本条例

を制定します。 

 

第１章 総則 

（目的) 

第１条 この条例は、中標津町の自治の基本理念及び基本原則を定め、町民の権利及び役割並びに議会及び行政の責務を

明らかにするとともに、それぞれの基本的な事項及び制度を定めることにより、町民が主体の自治の実現を図ることを

目的とする。 

 

（用語の定義) 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１）町民 町内に住所を有する者、町内で働き、又は学ぶ者及び町内で活動する法人その他の団体をいう。 

（２）議会 選挙で選ばれた町議会議員によって構成する議事機関をいう。 
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（３）行政 町長、執行機関（教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会）をい

う。 

 

   （自治の基本理念） 

第３条 私たちは、中標津町民憲章の精神を尊重するとともに、次に掲げる事項によって町民が主体の自治を推進するこ

とを基本とする。 

（１）私たちのまちは、私たちで創造するという明確な意思を持って考え、行動し、互いに支え合い、安心して暮らせる、

住みよい中標津町の実現をめざします。 

（２）協働の精神を大切にして、課題を見いだし、解決に努め、常に進歩する町民が主体の自治をめざします。 

（３）町民が主体の自治を、次世代に引き継いでいくという意思のもとに、継続可能な地域社会の創造をめざします。 

 

（自治の基本原則） 

第４条 町民、議会及び行政は、次に掲げる原則に基づき、中標津町の自治の実現を図るものとする。 

（１）情報共有の原則 町民、議会及び行政は議会及び行政が保有する情報を共有すること。 

（２）町民参加の原則 町民の参加の下に議会運営及び行政運営が行われること。 

（３）協働の原則 町民、議会及び行政がそれぞれの役割及び責任に応じ、対等な関係で協力すること。 

 

第２章 基本原則に基づく制度 

（情報共有及び公開) 

第５条 議会及び行政は、その保有する情報が町民と共有する財産であることを認識するとともに、正しい、分かりやす

い情報を積極的に公開するため、次に掲げる制度を設けるものとする。 

（１）議会及び行政の情報を正確に分かりやすく提供する制度 

（２）議会及び行政の会議を公開する制度 

（３）町民の意見や提案(以下「意見等」という。)が行政運営に反映される制度 
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（４）議会及び行政が保有する文章その他の記録を請求する制度 

２ 議会及び行政は、その保有する情報を統一した基準により管理し、保存しなければならない。 

３ 第１項各号に関して必要な事項は、別に条例等で定める。 

 

（個人情報の保護) 

第６条 議会及び行政は、町民の個人情報の保護を図るため、別に条例で定めるところにより、その保有する個人情報の

開示等を請求する権利を保障するとともに、個人情報の収集、利用その他の取扱いを適正に行うものとする。 

 

（意見等への対応) 

第７条 議会及び行政は、町民の参加によって寄せられた意見等を総合的に検討するものとする。 

２ 議会及び行政は、意見等の検討を終えたときは、速やかにかつ多様な方法を用いて次の事項を公表するものとする。

ただし、前条の規定により公表することが適当でないと認められるときは、この限りでない。 

（１）意見等の内容 

（２）意見等の検討結果及びその理由 

 

（町民参加の推進) 

第８条 議会及び行政は、次の事項を実施する場合は、法令の規定によるものや緊急を要するものを除き、町民の参加を

推進し、意向を反映するものとする。 

（１）町民に義務を課し、又は町民の権利を制限することを内容とする条例の制定、改正及び廃止をするとき 

（２）町民の生活に大きな影響を及ぼす施策を決定するとき 

（３）広く町民が利用する公共施設の管理運営方法などの決定をするとき 

（４）総合計画及び分野別の基本的な計画の策定又は見直しをするとき 

（５）施策を効果的かつ効率的に推進するための行政評価を実施するとき 

２ 前項各号に規定するもののほか、町民が参加できる機会を設け、議会運営及び行政運営に反映する。 
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（町民参加の方法) 

第９条 議会及び行政は、前条に規定する事項を実施するときは、次に掲げる方法を活用して、必要かつ適切な時期に町

民の参加を求めるものとする。 

（１）審議会等への委員としての参加 

（２）意見交換会等への参加 

（３）アンケート調査等への意見表明 

（４）町民意見募集制度（パブリックコメント）への意見表明 

（５）その他適切な方法 

２ 前項各号の方法に関し必要な事項は、別に定める。 

 

 （住民投票） 

第 10条 町長は、次の事項のいずれかに該当し、議会が住民投票の実施を議決した場合は、住民投票を実施するものとす

る。 

（１）議会の議員及び町長の選挙権を有する住民が、地方自治法第 74条の 規定に基づき、住民投票条例の制定を町長に

請求したとき 

（２）議会の議員が、地方自治法第 112条の規定に基づき、住民投票条例を発議したとき 

（３）町長が、中標津町の重要な課題に関して、住民の意思を直接確認する必要があると判断したとき 

２ 住民投票に参加できる者の資格及びその他住民投票の実施に必要な事項は、それぞれの事案に応じて、別に条例で定

める。 

３ 議会及び行政は、住民投票の結果を尊重するものとする。 

 

第３章 町民 

（町民の権利) 

第 11条 町民は、行政に参加する権利を有する。 
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２ 町民は、議会及び行政に関する情報を知る権利を有する。 

３ 町民は、前 2項の権利を行使し、又は行使しないことを理由に不利益な取扱いを受けない。 

４ 町民は、公正な行政サービスを受ける権利を有する。 

 

（町民の役割) 

第 12条 町民は、自治の実現の主体としての役割を自覚し、町民相互の自主性及び自立性を尊重するとともに、自ら町民

が主体の自治の実現に努めるものとする。 

２ 町民は、町民の権利の行使にあたっては、自らの発言及び行動に責任を持つとともに、将来の世代に配慮するよう努

めるものとする。 

３ 町民は、公正な行政サービスを受けるために必要な負担を分担する。 

 

   第４章 町内会等 

（町内会等の定義） 

第 13条 町内会等とは、地縁組織及び町民が主体性をもって組織し、活動する団体をいう。 

 

（町内会等の役割） 

第 14条 町内会等は、地域社会において自らできることを考え、行動し、自治活動の充実に取り組むよう努めるものとす

る。 

２ 町内会等は、多くの町民の参加を促進するために必要な環境づくりに努めるものとする。 

３ 町内会等は、地域の課題解決のため他の町内会等との相互の連携や行政と協働し、活動の充実に努めるものとする。 

４ 町内会等は、地域社会における課題解決のために、行政との協議及び行政への提案をすることがでる。 

 

（町内会等における町民の役割） 

第15条 町民は、互いに助け合い、安心して心豊かに暮らすことのできる地域社会の実現のために、町内会等を組織する。 
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２ 町民は、地域社会の担い手である町内会等の重要性を認識し、その活動に協調性をもって積極的に参加し、これを守

り育てるよう努めるものとする。 

 

（町内会等における行政の役割） 

第16条 行政は、町内会等の自主性と自立性を尊重し、連携を図るとともに、その活動を促進するため、常に適切な支援

を講じるものとする。 

２ 行政は、町内会等から協議及び提案を受けた場合は、その趣旨を尊重し、行政運営に反映させるものとする。 

 

     第５章 議会 

(議会の役割) 

第17条 議会は、選挙で選ばれた議員により構成された議事機関として、町の重要な意思決定を行うとともに、行政によ

る事務の執行を監視し、及び政策を立案する権限を有する。 

２ 議会は、討論を基本とし、会議における慎重、活発にして自由な討議の機会を拡充するよう努めなければならない。 

３ 議会は、議決による意思決定の過程及び妥当性を町民に明示するものとする。 

 

 （議会の権限） 

第18条 議会は、中標津町の条例、予算、決算、財産及び政策執行に関わる意思決定を行う。 

２ 議会は、行政の事務に関する監査請求や調査等の監視の権限を有する。 

 

（議会の責務） 

第19条 議会は、この条例の基本理念、基本原則及び制度を遵守し、将来に向けた展望をもって課題を的確に把握し、活

動する責務を有する。 

２ 議会は、町民からの意見を聴取し、議会運営について町民に説明する責務を有する。 
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（議員の責務） 

第20条 議会の議員は、この条例の基本理念、基本原則及び制度を遵守し、町民の信託に対する自らの責任を果たさなけ

ればならない。 

２ 議会の議員は、町民が主体の自治の推進と町民の生活向上を目指し、常に政策の提案に努めるものとする。 

３ 議会の議員は、政策立案能力、立法能力及び審議能力等を高めるため、常に自己研鑽に努める責務を有する。 

４ 議会の議員は、政治倫理に基づいた公正かつ誠実な活動に努める責務を有する。 

５ 議会の議員は、町民が主体の自治の視点をもって、的確な判断、活動を行うよう努めるものとする。 

 

   第６章 議会運営の原則 

（議会の運営） 

第21条 議会は、情報共有及び町民参加を推進し、開かれた議会運営を行う。 

２ 議会の会議、委員会等は、原則公開とする。ただし、公開することが適当でない場合は、その理由を公表し、非公開

とすることができる。 

３ 議会は、会期外においても町民の意思の反映を図るため、町民との対話の機会を設けるよう努めるものとする。 

   

  第７章 行政 

（町長の責務) 

第 22条 町長は、中標津町の代表者として町民の信託に応えるため、行政運営を総合的かつ効率的に行うとともに、その

公正の確保と透明性の向上を図らなければならない。 

２ 町長は、行政運営に関する各年度及び中長期の方針並びに当該方針に基づく政策、財源等について明らかにしなけれ

ばならない。 

３ 町長は、常に簡素で効率的な行政組織の運営を行わなければならない。 
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（執行機関の責務) 

第 23条 執行機関は、行政運営の透明性の向上が図られるよう公正かつ誠実に執行しなければならない。 

２ 執行機関は、町民の意見を積極的に把握し、行政運営に適切に反映しなければならない。 

３ 執行機関は、行政運営に関する情報を町民に分かりやすく提供しなければならない。 

 

（職員の責務) 

第 24条 職員は、常に町民が主権者であることを認識し、公正かつ適正に職務を遂行する責務を有する。 

２ 職員は、町民との信頼関係を深めるため、常に町民の視点に立ち、自らも地域の一員として自覚し、職務を遂行しな

ければならない。 

３ 職員は、町民の意向や政策課題に対応するため、施策の立案及び町民の求めることに的確に対応できる知識を習得し、

能力の向上に努めなければならない。 

４ 職員は、行政組織の横断的連携を密にし、職務を遂行しなければならない。 

 

     第８章 行政運営の原則 

（説明責任) 

第 25条 行政は、町民に対し、行政運営に関する内容及び経過を分かりやすく説明する責任を有する。 

 

（協働の推進) 

第 26条 行政は、町民と協働して地域社会における課題の解決を図るために必要な措置を講じるものとする。この場合に

おいて、行政は、町民の自主的及び自立的な活動を尊重しなければならない。 

 

（総合計画) 

第 27条 町長は、行政運営を総合的かつ計画的に実施するため、議会の議決を経て基本構想を定めるとともに、その実現

を図るための基本計画及び実施計画を定めるものとする。 
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２ 行政は、総合計画(前項に規定する基本構想、基本計画及び実施計画をいう。以下同じ。)以外の計画の策定及び実施

にあたっては、総合計画との整合性を確保するものとする。 

３ 行政は、総合計画その他の計画の策定にあたっては、多くの町民の意見を反映させるため、町民参加を積極的に進め、

その実施にあたっては進行状況を適切に把握し、毎年当該計画の内容について見直しをするとともに、町民に分かりや

すく公表するものとする。 

 

（財政運営) 

第 28条 行政は、すべての会計を通じた財政運営の状況を分析するとともに、財政運営に関する計画を定めることにより、

財政の健全な運営を行うものとする。 

２ 行政は、前項の規定に基づいて、予算を編成し、中長期的な財政見通しにより、財源及び財産の効果的かつ効率的な

活用を行わなければならない。  

３ 行政は、予算及び決算の内容並びに財政運営の状況を町民に分かりやすく公表しなければならない。 

 

 (出資法人等) 

第 29条 行政が出資、補助及び職員の派遣を行っている法人その他の団体(以下「出資法人等」という。)に関し、行政は、

その出資法人等の運営の状況等を定期的に公表するものとする。 

２ 行政は、出資法人等に対する出資、補助及び職員の派遣の目的、効果及び必要性について定期的に調査及び検討を行

い、その結果を公表するものとする。 

 

（政策法務) 

第 30条 行政は、中標津町の課題解決に必要な政策を実現するため、必要に応じて条例、規則その他の規程(以下「条例

等」という。)の制定及び改廃を行うとともに、法令等の自主的かつ適正な解釈及び運用を行うものとする。 
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（職員の任用及び育成) 

第 31条 行政は、公正かつ適正な手続により職員を任用するものとする。 

２ 行政は、適材適所の職員配置を行うとともに職員研修の充実により、職員の政策形成能力、法務能力その他、必要な

能力の向上を図るものとする。 

 

（行政手続) 

第 32条 行政は、条例等に基づく処分、行政指導及び届出に関する手続並びに規則等を定める手続に関して共通する事項

を定めることにより、行政手続における公正の確保と透明性の向上を図らなければならない。 

２ 前項に規定する手続に関して共通する事項は、別に条例で定める。 

 

（行政評価) 

第 33条 行政は、効果的かつ効率的な行政運営を行うため、行政が行う事務及び事業について適切な評価基準に基づく行

政評価を実施し、その結果を予算、事務及び事業へ反映させるものとする。 

２ 行政評価の実施にあたっては、町民参加による外部評価を行うとともに、行政評価に関する情報を分かりやすく公表

するものとする。 

 

（危機管理) 

第 34条 町民は、災害等の緊急時において、相互に助け合い、行動するため防災等に対する意識の高揚を図り、地域にお

ける連携協力体制の整備に努めなければならない。 

２ 行政は、災害等の緊急時に備え、町民の生命、身体及び財産の安全性の確保及び向上並びに総合的かつ機能的な危機

管理体制の整備を行うものとする。 

３ 行政は、危機管理の体制を強化するため、町民の危機管理に対する意識を醸成するとともに、町民、関係団体等との

連携を図りながら協力するものとする。 
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第９章 交流及び連携・協力 

（国及び北海道との連携協力）                    

第 35条 議会及び行政は、政策を実施するため必要があるときは、国及び北海道との役割分担を踏まえ、国及び北海道に

対して適切な措置を講じるよう提案するとともに、相互に連携を図りながら協力するものとする。 

 

（他の市町村との連携協力) 

第 36条 議会及び行政は、共通する課題の解決を図るため、他の市町村と相互に連携を図りながら協力するものとする。 

２ 行政は、前項の課題を解決するため、他の市町村と共同で組織を設置できるものとする。 

    

（諸団体との連携協力） 

第 37条 議会及び行政は、社会活動に寄与する諸団体、公共性の高い営利を目的としない民間団体と、相互に連携を図り

ながら協力するものとする。 

 

（国内外の交流） 

第 38条 町民、議会及び行政は、国内外の様々な人々との交流を深め、その活動によって得た経験、知識及び技術を活か

し、町民が主体となる自治の確立に取り組むものとする。 

 

  第 10章 条例の見直し 

  （条例の見直し) 

第 39条 町長は、この条例の施行の日から起算して 5年を超えない期間ごとに、この条例の見直しを行うものとする。 

２ 町長は、前項の見直しにあたっては、次条に定める中標津町民自治推進会議に、必要な意見を求めるものとする。 

３ 町長は、前２項に規定する検討の結果を踏まえ、この条例とこの条例に基づく制度を見直すことが適当であると判断

したときは、必要な措置を講ずるものとする。 
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（中標津町民自治推進会議） 

第 40条 この条例を守り育て、実効性を高めるため、町長の附属機関として中標津町民自治推進会議（以下「自治推進会

議」という。）を設置する。 

２ 自治推進会議は、町長の諮問に応じ答申し、又は次の事項を審議し、意見を具申するものとする。 

（１） この条例に基づく政策の制度化、町民参加の状況、条例の運用状況に関する事項 

（２） この条例の見直しに関する事項 

（３） 町民が主体の自治の推進に関する基本的な事項 

３ 自治推進会議は、委員１０人以内をもって組織する。 

４ 委員の任期は、２年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。 

５ 前各項に定めるもののほか、自治推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。 

 

  第 11章 条例の位置付け 

（条例の位置付け) 

第 41条 この条例は、中標津町の自治の実現に関する最高規範であり、町民、議会及び行政は、この条例を誠実に遵守し

なければならない。 

２ 町民、議会及び行政は、条例等の制定及び改廃、法令等の解釈及び運用その他行政政運営にあたっては、この条例の

趣旨を最大限に尊重しなければならない。 

３ 議会及び行政は、この条例の趣旨に基づき、各分野における基本条例等を制定し、これらの条例と他の条例等とを体

系的に整備しなければならない。 

 

附 則 

1 この条例は、平成○年○月○日から施行する。 

 

※ 別冊 解説書参照 
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Ⅲ 私たちの条例とするために 

 

ア）私たちの条例とするために 

 

この条例の内容を、より多くの町民によく知ってもらうために、条文の内容をより明確にした解説書の作成・配布、出前講座、住民説明会、フォーラム

の開催などにより、条例の趣旨を具体的な制度に反映させていくことで、その実効性を確保する必要があります。  

条例の基本理念である町民が主体の自治を推進するために、私たち（町民・議会・行政）の間で、定期的に「町民が主体の自治」について考えることが

重要で、制定後は、この条例における各制度が、どれだけ浸透しているかを町民の目から定期的に検証し、反映させていくことで、より実効性を高めて

いくことができます。 

また、私たち（町民・議会・行政）が生活していく上で、この条例をより身近に感じることができる工夫と努力が必要です。そして、私たち（町民・議会・行

政）が、この条例に基づいて、権利や役割・責務を遂行できる具体的なシステムやルールを実施プランとして、作り上げ、実行していくことがこれからの

真の「町民が主体の自治」を推進するために重要となります。 

この条例は、作り上げるプロセスも重要ですが、策定され、いかに私たち（町民・議会・行政）が、実行していくか、時代に即した運用ができるかが最も

重要なことです。 
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イ）今後のスケジュール 

 第６期中標津町総合発展計画 及び 自治基本条例（仮称）策定スケジュール 
年度 

年 
平成21 年度 
21 

 
22 

平成22 年度 
 

 
23 

平成23 年度 
 

 
24 

月 ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ 

  
                                  

 

 

                                  

  
                                  

  
                                  

  
                                  

  
                                  

■基礎調査 

第
６
期
総
合
発
展
計
画
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル 

基
礎
資
料
の
収
集
・分
析 

アンケート調査の実施 
（一般住民・中高生） 

現計画達成度調査の実施 
・各課でのシート作成 
・各課ヒアリング 
・報告書の作成 

将来人口推計の実施 

  

将
来
フ
レ
ー
ム
の
検
討 

基
礎
調
査
結
果
報
告
書
の
作
成 

トップインタビュ

ーの実施 

町民 
会議 

策定 
委員会 

特別 
委員会 

審議会 

策定 
会議 

27 日 18 日 27 日 24 日 18 日 

策定 
委員会 

策定 
委員会 

審議会 審議会 

特別 
委員会 

特別 
委員会 

特別 
委員会 

特別 
委員会 

■基本構想 ■基本計画 ■総合計画 

基
本
構
想
検
討
案
の
策
定 

基
本
構
想
案
の
庁
内
調
整 

職
員
研
修
の
実
施 

基
本
計
画
シ
ー
ト
の
作
成 

基
本
計
画
検
討
原
案
の
策
定 

 

計
画
案
の
庁
内
調
整 

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
実
施 

総
合
計
画
案
の
調
整 総

合
計
画
の
議
決 

27 日 24 日 27 日 25 日 26 日 
9 日 
30 日 

審議会 審議会 審議会 審議会 

策定 
委員会 

策定 
委員会 

策定 
会議 

策定 
会議 

策定 
会議 

策定 
会議 

特別 
委員会 

特別 
委員会 

特別 
委員会 

自
治
基
本
条
例
（仮
称
）策
定
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル 

策
定
事
務
局
（職
員
Ｐ
Ｔ
） 

条
例
策
定
委
員
会 

庁内 
会議 

町民 
会議 
22 名 

町
議
会 

○町民会議の検討 

○視察報告会 

○先進地視察 

○視察内容検討 

○委嘱状交付 

○職員ＰＴ設置 

○職員ＰＴ募集 

■名称・項目・条文など案の作成 

名
称
・項
目
・要
綱
の
検
討 

報
告
書
の
作
成 

条
例
構
成
の
検
討 

報
告
書
の
検
討 

全
体
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
検
討 

 

条
例
素
案
の
検
討
（水
澤
） 

条
例
素
案
の
再
検
討 

■職員への周知・策定会議準備 ■条例素案の作成・イベント開催・広報など ■制定手続き 

職
員
勉
強
会
の
開
催 

職
員
研
修
会
の
開
催 

職
員
勉
強
会
の
開
催 

職
員
勉
強
会
の
詳
細
計
画 

報
告
会
な
ど
の
詳
細
計
画 

 
 
 

活
か
し
方
・イ
ベ
ン
ト
・広
報
検
討 

勉
強
会
・Ｐ
Ｔ
報
告
会
・全
体
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル 

・行政に関する規定の検討（職員PTから、17名） 
・町民に関する規定の検討（町民会議から、22名） 
・共通条項の検討とイベントなど広報の企画 
 （職員PT含めた町民会議、39名） 
・議会に関する規定の検討（議会運営委員会にて、7名） 

前
文
と
全
体
像
把
握 

意
見
集
約 

行
政
規
定
に
意
見 

広
報
企
画 

町
民
規
定
に
意
見
・ 

広
報
企
画 

議
会
と
町
民
規
定
に
意
見 

広
報
企
画 

町
民
規
定
に
意
見 

広
報
企
画 

全
体
の
調
整 

広
報
企
画 

最
終
案
決
定 

広
報
企
画
決
定 

フ
ォ
ー
ラ
ム
実
施 

条
例
原
案
を
策
定
会
議
へ
提
出 

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト 

課長職 41 名 

事務局 7 名 

次長職 1 名 

議会運営 
委員会 7 名 

内容協議 

議会運営 

委員会 

策
定
委
員
会
設
置 

職員研修会及び勉強会

の開催は、策定事務局

欄に同じ。 

・検討事項の調整       ・条例原案の調整 
・条例原案の精査調整    ・条例案の決定 

条
例
案
決
定 

策定 
会議 

策定 
会議 

策定 
会議 

内容 

協議 
内容協議 

・骨子の検討 ・条例項目の検討
・議会に関する規程の検討 

・共通条項の検討 
・体制など、未定 

議会運営委員会 

自
治
基
本
条
例
の
施
行   

平
成
二
十
四
年
四
月 

自
治
基
本
条
例
の
公
布 

 

自
治
基
本
条
例
広
報
・説
明
会
の
実
施
期
間 

最
後
の 

町
民
会
議 

22 日 

審
議
会 

28日 25日 15日 27日 24日 24日 

23日 27日 1日 23日 28日 18日 17名 

理事者 

部長職 

職
員
勉
強
会
の
開
催 

25日 

内容 

協議 

内容 

協議 

内容 

協議 条
例
案
提
出 

条
例
の
議
決 

審
議
会 

策定 
会議 

議会運営委員会 議会運営委員会 

内容 

協議 
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ウ）周知に向けた取り組み 

 

条例の制定に関しては、条例の意義や内容等についての周知・広報活動が必要となります。 

 

○周知広報活動の取り組みの例 

 

・策定段階でのフォーラムの開催 

・町民会議ニュースの発行 

・条例原案のパブリックコメントの実施 

・施行段階での住民説明会の実施 

 

エ）条例の理念を具体化するための取り組み 

 

この条例には、中標津町の自治の基本理念が掲げられますが、理念の実現のためには、町民参加、地域活動などの具体的な取組の積み重ねが必

要になります。 

行政は、町民参加の環境を整え、地域活動などを推進していくための具体的な取組を進める必要があります。 

 

○具現化するための取り組み 

 

・職員マニュアルの作成 

・実施プランの作成、検証    
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オ）策定体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自治基本条例（仮称）策定推進体制図 

議 事 機 関 

 
 

庁 内 組 織 

庁内会議 

理事者 
部長職 

 
 

策定委員会 

次長職 
課長職 

 

町 民 参 画 

 

 

 

 

 

 

 

 
まちづくり 
町民会議 

策定事務局 
職員PT 

委員２２名 
事務局１７名 

３９名 
 

17 名 

 

 

 

議   会 

 

議会運営委員会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

７名 

規定の検討 
項目の検討 

 

町理事者 

原案の決定 

素案の審議 

規 定 の 検 討 
項 目 の 検 討 

イ ベ ン ト 企 画 

・報告書作成 
・条例案検討 

・職員勉強会 
・運用指針 

・活かし方 

各種町民参画 

○フォーラム 
○勉強会 

 
町民への情報提供

○広報等 
○ホームページ 

提 案 

議 決 

協 議 

説明・報告 

連絡調整 

連絡 

調整 

素案の提出 

条例案 
決定 

運営 

参画 

説明・報告 

連絡 
調整 
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Ⅳ 資料 

 

ア）中標津町の計画・制度 

中標津町の計画や制度についての概要です。 

 

①第５期中標津町総合発展計画（平成13 年～平成22 年までの 10 年間） 

②行政手続制度（中標津町行政手続条例） 

③情報公開制度（中標津町情報公開条例） 

④個人情報保護制度（中標津町個人情報保護条例） 

⑤行政評価制度 

⑥町民意見募集（パブリックコメント）制度（中標津町町民意見募集制度実施要綱） 

⑦中標津町次世代育成支援行動計画（平成17 年～平成26 年までの 10 年間） 

⑧第４期中標津町高齢者福祉計画（平成21 年～平成23 年までの３年間） 

⑨中標津町介護保険事業計画（平成21 年～平成23 年までの３年間） 

⑩中標津町地域防災計画 

⑪中標津町耐震改修促進計画（平成20 年～平成27 年までの８年間） 

⑫中標津町情報化計画（平成14 年～平成22 年までの９年間） 

⑬中標津町新行政改革（集中改革プラン）（平成18 年～平成22 年までの５年間） 

⑭中標津町ごみ処理基本計画（平成13 年～平成29 年までの 17 年間） 

⑮中標津町環境基本計画（平成22 年～平成31 年までの 10 年間） 

⑯中標津町高齢者・障がい者にやさしいまちづくり計画（平成13 年～平成22 年までの 10 年間） 

⑰中標津町障がい者計画（平成19 年～平成23 年までの５年間） 

⑱中標津町成人保健事業計画（平成17 年～平成26 年までの 10 年間） 

⑲中標津町生活習慣病予防計画（平成18 年～平成22 年までの５年間） 
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⑳第２次中標津町母子保健計画（平成16 年～平成21 年までの６年間） 

○21 中標津町特定健康診査・特定保健指導実施計画（平成20 年～平成24 年までの５年間） 

○22 中標津町農村整備計画（平成13 年～平成22 年までの 10 年間） 

○23 農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想（平成18 年～10 年後） 

○24 中標津町酪農・肉用牛生産近代化計画（平成18 年～10 年後） 

○25 中標津町住生活基本計画（平成20 年～平成29 年までの 10 年間） 

○26 中標津町公営住宅整備活用計画（平成20 年～平成29 年までの 10 年間） 

○27 中標津町都市計画マスタープラン（平成13 年～平成32 年までの 20 年間） 

○28 中標津町緑の基本計画（平成15 年～平成32 年までの 18 年間） 

○29 中標津町第５期道路整備５ヶ年計画（平成21 年～平成25 年までの５年間） 

○30 中標津町水道事業集中改革プラン（平成18 年～平成22 年までの５年間） 

○31 中標津町水道基本計画（平成14 年～平成25 年までの 12 年間） 

○32 中標津町公共下水道事業計画（平成19 年～平成32 年までの 14 年間） 

○33 中標津町特定環境保全公共下水道事業計画（平成12 年～平成32 年までの 21 年間） 

○34 中標津町生涯学習推進計画（平成18 年～平成22 年までの５年間） 

○35 町立中標津病院改革プラン（平成21 年～平成23 年までの３年間） 

○36 中標津町森林整備計画（平成19 年～平成28 年までの 10 年間） 

○37 中標津町交通安全計画（平成23 年～平成27 年までの５年間） 

○38 中標津町国民保護計画 
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イ）メンバー名簿 

 

中標津町自治基本条例（仮称）検討職員プロジェクトチームメンバー 

 

№ 役 職 氏 名 行政上の役職 № 役 職 氏 名 行政上の役職 

１ 本部長 大 形 幸 男 総務部長  

２ 副本部長 高 橋 善 貞 総務部企画課長 1 事務局 阿 部 隆 弘 総務部企画課協働推進係長 

３ 本部員 二 瓶 隆 司 総務部総務課総務係長 2 事務局 有 賀 勇 治 総務部企画課行財政改革推進係 

４ 本部員 阿 部 哲 男 総務部税務課住民税係長 3 事務局 赤 塚 研 司 総務部企画課企画調整係長 

５ 本部員 山 口   修 町民生活部福祉課福祉支援係長 ４ 事務局 勝 瀬 和 義 総務部企画課企画調整係 

６ 本部員 加 藤   崇 町民生活部生活課交通町民相談係長 ５ 事務局 中 西 直 美 総務部企画課 

７ 本部員 田 中 道 行 経済部農林課林務係  

８ 本部員 望 月 正 人 建設水道部建設課街づくり推進係長  

９ 本部員 中 川 由 樹 建設水道部建設課街づくり推進係 １ ファシリテーター 東 田 秀 美 ＮＰＯ法人旧小熊邸倶楽部理事長 

１０ 本部員 下 村 浩 次 建設水道部上下水道課業務主査  

１１ 本部員 石 山 卓 也 教育委員会交流センター事業管理係長 １ アドバイザー 水 澤 雅 貴 ＮＰＯ法人公共政策研究所理事長 

１２ 本部員 立 田 鉄 雄 議会事務局議事係長  
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ウ）開催経過    

 

第 １ 回 ２１． ５．２６（火） ・委嘱状交付 

・事務局報告（設置要綱、これまでのﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟで進めるまちづくりの取組、スケジュール、進め方） 

・全体討議（先進地視察箇所及び調査項目の検討） 

第 ２ 回 ２１． ７． ２（木） ・全体討議（先進地視察研修調査内容の検討、条例策定の進め方） 

・アドバイス（自治基本条例（仮称）の合意形成） 「NPO 法人公共施策研究所 理事長 水澤 雅貴氏」 

第 ３ 回 ２１． ７．３０（木） ・報告（先進地視察調査報告、その他意見交換総合発展計画との連動） 

第 ４ 回 ２１． ９．２４（木） ・全体討議（まちづくり町民会議、スケジュール、今後の検討事項） 

第 ５ 回 ２１．１０．２２（木） ・全体討議（庁内策定会議要綱案、策定推進体制、まちづくり町民会議設置要綱、策定手法、スケジュール案） 

第 ６ 回 ２１．１１．２６（木） ・全体討議（条例項目の検討） 

第 ７ 回 ２１．１２．１７（木） ・アドバイス(条例項目のチェック) 「NPO 法人公共施策研究所 理事長 水澤 雅貴氏」 

・全体討議（条例項目案の検討） 

第 ８ 回 ２２． １．２６（火） ・全体討議（条例項目案の再検討） 

第 ９ 回 ２２． ２．２５（木） ・全体討議（報告書案の検討） 

第 １ ０ 回 ２２． ３．１９（金） ・全体討議（報告書の取りまとめ） 

 

エ）先進地視察    

 

・第１班 （石狩市・江別市・苫小牧市） ２１．７．１５（水）～１６（木） 

・第２班 （帯広市・音更町・芽室町） ２１．７．１６（木）～１７（金） 

研修内容  ○条例検討時 （・事務局体制・懇話会の構成・検討スケジュール・作業の役割分担・広報の対応・議会対応・周知の方法） 

○現在の課題 （・自治推進委員会・職員研修・市民参加の状況）    ○将来の課題   ○策定後の変化 
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オ）職員研修 

 

○自治基本条例職員研修会 

日時  ２１．７．２（木）１４：００～１６：３０ 

講演  「生きた自治基本条例のつくり方」 

講師  ＮＰＯ法人 公共政策研究所 理事長 水澤 雅貴氏 

 

カ）職員プロジェクトチーム設置要綱 

 

 

中標津町自治基本条例（仮称）検討職員プロジェクトチーム設置要綱 

 

（設置） 

第１条 中標津町自治基本条例（仮称）について検討するため、中標津町自治基本条例（仮称）検討職員プロジェクトチーム（以下「プロジェクトチーム」という。）

を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 プロジェクトチームは、自治基本条例（仮称）制定に向け、その目的や条例に盛り込むべき内容及び関連する個別事項等について、調査、研究及び検

討する。 

（組織） 

第３条 プロジェクトチームには、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。 

２ 本部長は総務部長をもって充て、副本部長は企画課長をもって充てる。 

３ 本部員は、町長が委嘱する。 

４ 本部員は、１５名以内の本部員で組織する。 
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（本部長、副本部長及び本部員） 

第４条 本部長は、本部を総括するとともに事務事業の進行状況等について庁内会議に報告するものとする。 

２ 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。 

３ 本部員は、本部長及び副本部長の指示により、その事務事業の調査、研究及び検討を行うとともに所属部との連絡調整を図り事務事業の遂行上それを反

映させなければならない。 

（本部会議） 

第５条 本部会議は、本部長の招集により随時開催する。 

２ 本部長は、必要に応じて関係者を会議に参画させることができる。 

（任期） 

第６条 本部員の任期は、委嘱の日から中標津町自治基本条例（仮称）施行の日までとする。 

（部会） 

第７条 プロジェクトチームには、必要に応じて部会を置くことができる。 

（事務局） 

第８条 プロジェクトチームの事務局は総務部企画課に置く。 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、本部長が定める。 

 

   附 則 

１ この要綱は、公布の日（平成２１年５月２６日）から施行する。 

２ この要綱は、中標津町自治基本条例（仮称）施行の日限り、その効力を失う。 
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キ）町民会議設置要綱 

 

 

中標津町まちづくり町民会議設置要綱 

 

（設置） 

第１条 まちづくりの基本的ルールを定める中標津町自治基本条例（仮称）（以下「基本条例」という。）及び第６期中標津町総合発展計画（以下「総合発展計画」

という。）の策定にあたり、幅広く町民意思を反映させるため、中標津町の町民が集い、基本条例及び総合発展計画に関する想いや願いを語りあう意見、提

言の場として、中標津町まちづくり町民会議（以下「町民会議」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 町民会議は、次の各号に掲げる事項を調査、検討するほか、町が作成する素案に対して、必要に応じ意見を述べることができる。 

（１）基本条例策定に係る資料・情報等の収集  

（２）基本条例策定に係る意見・提言 

（３）総合発展計画策定に係る資料・情報等の収集 

（４）総合発展計画策定に係る意見、提言 

（組織） 

第３条 町民会議の委員は、公募による者１０名、各種団体の推薦等による者１５名の合計２５名以内をもって組織する。 

２ 公募による者が定員を超過した場合は事務局が抽選により決定する。 

３ 町民会議の委員は町長が委嘱する。 

（会長、副会長） 

第４条 町民会議に会長、副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、町民会議を総括する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。 
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（任期） 

第５条 委員の任期は、委嘱の日から当該職務の終了したときまでの期間とする。 

（招集） 

第６条 町民会議は、必要に応じて会長が招集する。 

２ 町民会議は、必要に応じ会長の指示により、関係者を会議に参画させることができる。 

３ 町民会議は、総合発展計画策定に係る提言の取りまとめ終了までの期間、中標津町総合発展計画審議会委員に助言を求めることができる。 

（事務局） 

第７条 町民会議の事務局は、総務部企画課に設置する。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、町民会議の運営に関し必要な事項は会長が町民会議に諮り定める。 

 

      附 則 

   この要綱は、平成２１年１０月１日から施行する。  

 

 

ク）策定委員会設置要綱（案） 

 

 

中標津町自治基本条例（仮称）策定委員会設置要綱（案） 

 

（目的） 

第１条 中標津町自治基本条例（仮称）（以下「基本条例」という。）の策定にあたり、庁内組織の機能的な運営を図り、円滑な策定作業を推進するため必要な事項を定め

るものとする。 
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（設置） 

第２条 基本条例の項目など根幹をなす事項を検討し、基本条例の原案を決定する機関として自治基本条例策定委員会（以下「策定委員会」という。）を設置す

る。 

 

（策定委員会） 

第３条 策定委員会は、次の各号の事項を検討し、基本条例の原案を決定する。 

（１）基本条例の素案 

（２）検討事項の調整、総合化 

（３）その他必要な事項 

２ 策定委員会の委員は、総務部長及び各次長職並びに各課長職をもって組織し、委員長は総務部長、副委員長は総務課長をもって充てる。 

３ 委員長は、策定委員会を総括し、副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。 

４ 委員の任期は、策定委員会設置の日から基本条例策定終了までの期間とする。 

５ 策定委員会の会議は、委員長の招集により随時開催し、必要に応じて委員長の指示により、関係者を会議に参画させることができる。 

 

（事務局） 

第４条 策定委員会の事務局は、総務部企画課に設置する。 

 

（委任） 

第５条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。 

 

    附 則 

 この要綱は、平成  年  月  日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 


